
・ 個人情報ファイル簿の公表について 

 

 

 

個人情報ファイル簿の公表                                     

 

  

 

令和５年４月１日に施行された個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下 

法という。）の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。 

 

 

（１）個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的 

   を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。 

 

（２）保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、 

  職員が組織的に利用するものとして当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書に記録 

  されているものをいいます。 

 

 

  嶺北消防組合では、個人情報ファイル簿に記録されている本人の数が１，０００人以上のものに 

 ついての個人情報ファイル簿を、法第７５条第１項の規定に基づき公表します。 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防火対象物管理システム 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 予防課 

各消防署 予防指導課 

個人情報ファイルの利用目的 1.消防法第７条に基づく建築確認・許可等の消防同意

事務 2.消防用設備等の適正設置及び維持管理の指導 

3.防火管理業務に関する査察、指導、違反処理等を適切

に実施するため。 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先 階

級・役職 資格 

記録範囲 防火対象物の所有者、占有者、管理者、防火管理者、関

係者、火災予防に係る各種届出者 

記録情報の収集方法 所有者、占有者、管理者、防火管理者、関係者、各種届

出者からの収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

備   考 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 危険物施設管理システム 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 予防課 

各消防署 予防指導課 

個人情報ファイルの利用目的 危険物規制事務関係の申請・届出等に伴う許認可等事

務を適切に実施するため 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先 階

級・役職 資格 

記録範囲 申請者・届出者等（委任者含む）、申請届出書類等に係

る関係者 

記録情報の収集方法 申請者・届出者及び関係者からの収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

 

備   考  

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 救急入門コース受講者名簿 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 消防課 

 

個人情報ファイルの利用目的 救急入門コース受講証の管理及び再交付に利用 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先  

資格 

記録範囲 救急入門コース受講者 

記録情報の収集方法 受講申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 普通救命講習受講者名簿 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 消防課 

 

個人情報ファイルの利用目的 普通救命講習受講証の管理及び再交付に利用 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先  

資格 

記録範囲 普通救命講習受講者 

記録情報の収集方法 受講申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 災害事案管理システム 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 消防課 

各消防署 警備課 

個人情報ファイルの利用目的 災害事案（火災・救助・その他）の活動内容記録、管理

のために利用する 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先 階

級・役職 資格 

記録範囲 各種災害発生に係る個人情報の範囲 

記録情報の収集方法 各種災害事案の関係者から聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まれる 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

施行令第 2条第 1項から第 4項までの情報 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 救急事案管理システム 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 消防課 

各消防署 警備課 

個人情報ファイルの利用目的 災害事案（救急活動）の活動内容記録、管理のために利

用する 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 勤務先 階

級・役職 資格 

記録範囲 救急事案発生に係る個人情報の範囲 

記録情報の収集方法 救急事案の関係者から聴取 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まれる 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

施行令第 2条第 1項から第 4項までの情報 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高機能消防指令システム 

（119番受信及び指令管制業務ファイル） 

実施機関の名称 嶺北消防組合消防本部 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 

消防本部 通信指令課 

個人情報ファイルの利用目的 災害事案の事実を記録、通信記録の作成及び災害現場

を把握し、特定するため 

記録項目 識別番号 氏名 性別 生年月日 住所 電話番号 

国籍 健康状態 身体の特徴 家族状況 親族関係 

婚姻歴 職業・職歴 階級・役職 学歴・学業 

記録範囲 119番通報者 

記録情報の収集方法 通報者、家族、関係者より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まれる 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

(名 称)嶺北消防組合消防本部 総務課 

(所在地)坂井市春江町随応寺１７－１０ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概要  

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 

施行令第 2条第 1項から第 5項までの情報 

備   考  

 

 

 

 


